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入院時の食費について
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2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

食料支出 79,348 80,461 80,198 79,401 81,888

食料支出の伸び 0.0 1.4 1.1 0.1 3.2

ＣＰＩ（食料）の伸び 0.0 0.5 1.8 1.8 6.4

CPI（総合） 0.0 0.5 0.5 0.3 2.8
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①2018年 ②2021年 ③2022年

病院給食の委託単価 1,796円 1,962円 1,997円

入院時の食費の総額
（1,920円）との差額

ｰ124円
(ｰ6%)

＋42円
（＋2%）

＋77円
（＋4%）

■病院給食の委託単価【医療分野】

出典：公益社団法人日本メディカル給食協会調べ（各年10月時点の状況）※税込み価格

■消費者物価指数・食費支出の動向

出典：総務省「消費者物価指数」、総務省「家計調査」
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入院時の食費をめぐる状況

○ 病院給食の委託単価は、公定価格（1,920円）を上回る状況。昨今の食材料費等の高騰によりその差が拡大。

％
円

○ 家計の食費支出は近年大幅に上昇。



施設等給食における食材の価格及び使用頻度の変化

◆ たまご、魚類、油脂類をはじめ多くの食材について、８割以上の管理栄養士等が「値上がりした」と回答。

◆ たまごは約５割、果物・魚類は２割強が、使用頻度が「下がった」と回答。一方、冷凍食品・冷凍野菜は
２割前後が、使用頻度が「上がった」と回答。

・調査期間：2023年7月24日（月）～2023年8月2日（水）
・調査対象：給食のコスト管理業務を行っている全国の管理栄養士・栄養士580名
・調査方法：Webを使用したアンケート

出典： 株式会社エス・エム・エス 管理栄養士・栄養士向けコミュニティ「エイチエ」 「物価高騰による施設等の給食への影響調査」

■ 食材価格の変化 ■ 直近１年程度の食材使用頻度の変化
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令和５年８月24日 医療保険部会

○ 令和６年度の改定は診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等の報酬、いわゆるトリプル改定。骨太の方針2023に

は、同時改定において物価高騰、賃金上昇、経営の状況、担い手が減少する中での人材確保の必要性、患者・利用者負

担、保険料負担への影響を踏まえ、患者・利用者が必要なサービスが受けられるよう、必要な対応を行うとされている。

特に今般、食事療養費については26年間見直しが行われておらず、ほとんどの病院が給食部門は赤字であり、給食

業者も提供困難となっているという現実がある。骨太の方針に基づいた令和６年度の同時改定が実現されるように強く

求める。

○ 給食費の問題も二十何年間全く変わっていないのは、さすがに現実的ではない。皆様も20年前の食材費、エンゲル

係数はどうだったかと考えていただくと御理解いただけると思う。特に今は物価高騰で光熱費も上がっている、材料費

も上がっている中で、給食が非常に厳しい状況にあるということはぜひ御理解いただきたい。

社会保障審議会医療保険部会・医療部会における発言（食費関係）
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令和５年８月25日 医療部会

○ 今回の診療報酬の改定は、物価高騰・賃金上昇、支え手が減少していることについての対応をきちんとしていただか

なければいけない。１つは、入院時食事療養費が、約30年前に３食1,920円と決められてから、30年間近く、上がっ

ていない。この間に、人件費、原材料費、間接経費を含めて、相当大幅に上がっている。今回のこの診療報酬改定で入

院時食事療養費の大幅な引上げをしていただきたい。

○ 給食費に関して、全国レベルで、公も民も、外注であろうが内注であろうが、大赤字であるという実態があるので、

カバーしていただきたい。

令和５年９月29日 医療部会

○ 入院時食事療養費は30年近く上がっていない。30年前の定価でやっているレストランや食堂はない。医療機関にそ

うした無理強いを押しつけているというのは非常におかしいため、今度の診療報酬改定で入院時食事療養費は診療報酬

でやるのか、それとも診療報酬とは別立てで入院時食事療養費の項目というのを財源としてつくるのか、財源論に立ち

返って考えていただきたい。



経済財政運営と改革の基本方針2023（令和５年６月16日 閣議決定）（一部抜粋）

次期診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定においては、物価高騰・賃金上昇、経営の状況、支

え手が減少する中での人材確保の必要性、患者・利用者負担・保険料負担への影響を踏まえ、患者・利用者が必要な

サービスが受けられるよう、必要な対応を行う。その際、第５章２における「令和６年度予算編成に向けた考え方」

※14を踏まえつつ、持続可能な社会保障制度の構築に向けて、当面直面する地域包括ケアシステムの更なる推進のため

の医療・介護・障害サービスの連携等の課題とともに、以上に掲げた医療・介護分野の課題について効果的・効率的

に対応する観点から検討を行う。

勤労者皆保険の実現、年齢や性別にかかわらず働き方に中立的な社会保障制度の構築に向け、企業規模要件の撤廃

など短時間労働者への被用者保険の適用拡大、常時５人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消等について次

期年金制度改正に向けて検討するほか、いわゆる「年収の壁」について、当面の対応として被用者が新たに106万円

の壁を超えても手取りの逆転を生じさせない取組の支援などを本年中に決定した上で実行し、さらに、制度の見直し

に取り組む。

※14 第５章２②で引用されている骨太方針2021においては、社会保障関係費について、基盤強化期間における方針、経済・物価動向等を踏まえ、その

方針を継続することとされている。

（参考）第５章 当面の経済財政運営と令和６年度予算編成に向けた考え方

２．令和６年度予算編成に向けた考え方

② 令和６年度予算において、本方針、骨太方針2022及び骨太方針2021に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進する。

ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない。

4



＜現状の仕組み＞
入院時食事療養費

入院時食事療養費の概要

（食費：１食）

640円

○ 入院時に必要な食費は、１食あたり

の総額と自己負担を国が定め、その

差額を保険給付（入院時食事療養費）

として支給している。

○ 「入院時食事療養費（保険給付）」

＝「食事療養基準額（総額）」 －

「標準負担額（自己負担）」

○ 支給方法は、各保険者が被保険者

に代わり保険医療機関に直接支払う

現物給付方式。

自己負担
２１０円

保険給付
（栄養管理）
１８０円

（食費：１食）

（住民税非課税世帯の場合）（一般所得者の場合）

（食費：１食）

（住民税非課税世帯かつ
所得が一定基準に満た
ない７０歳以上の場合）

自己負担
１００円

自己負担
（食材費、調理費）

４６０円

保険給付
４３０円

保険給付
５４０円
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年間算定件数：約 5.1億件 約 2.8億件 約 1.5億件

出典：NDBデータより推計。入院時生活療養費に係る食費の算定件数も含む。住民税非課税世帯に
ついては、入院90日以後、保険給付480円・自己負担160円になる場合の件数も含む。



総額 自己負担 保険給付

H6.10

１
日
あ
た
り
で
算
定

1900円

600円 1300円

H8.10

760円

1140円

H9.4

1920円

1160円

H13.1 780円 1140円

H18.4 １
食
あ
た
り
で
算
定

640円
（１日当たり1920円）

260円 380円

H28.4 360円 280円

H30.4 460円（※） 180円

「入院時食事療養費制度」発足以来の食事療養費等の変遷
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※介護保険の入所者の食費
の基準費用額：
約482円(１食当たり換算)
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〇健康保険法（大正十一年法律第七十号）（抄）

（入院時食事療養費）

第八十五条 被保険者（特定長期入院被保険者を除く。）が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項

各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を

受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支

給する。

２ 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定め

る基準により算定した費用の額（その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に

要した費用の額）から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等（介護保険法第五十一条の三第一

項に規定する特定介護保険施設等をいう。）における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣

が定める額（所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事

療養標準負担額」という。）を控除した額とする。

３ 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

４ 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、

速やかにその額を改定しなければならない。

５～９ （略）

参照条文



令和３年度介護報酬改定における改定事項について

8



入院時の食費の課題と論点

○ 昨今の食材費等は特に足下で大きく高騰しているところ、公定価格のため

価格転嫁もできず、病院経営に影響、病院食の質が下がりかねない状況。

○ 現行の入院時の食費は、食材費及び調理費として一食当たり460円の自己負

担としている。介護保険の食費の自己負担は一食当たり約482円であり、入

院時の食費との差は22円となっている。
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【課題】

【論点】

○ 以上の点を踏まえ、食材費等の高騰を踏まえた対応を行う観点から、家計に

おける食事支出や介護保険の食費も参照しつつ、入院時の食費の見直しについ

てどのように考えるか。

※入院時の食費の総額の観点から、中央社会保険医療協議会での議論が必要


